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なぜ自治基本条例 
が必要かご存じで 
すか？ 

越
谷
市
自
治
基
本
条
例
審
議
会
に
お
い
て

「（
仮
称
）越
谷
市
自
治
基
本
条
例
」素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

　

市
で
は
、自
治
の
あ
り
方
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
自
治
基
本
条
例
制
定
の
た
め
、昨
年
の
４
月

に
越
谷
市
自
治
基
本
条
例
審
議
会
を
設
置
し
ま
し
た
。審
議
会
で
は
、条
例
に
つ
い
て
白
紙
の
状
態

か
ら
検
討
し
、こ
の
ほ
ど「（
仮
称
）越
谷
市
自
治
基
本
条
例
」素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　

今
号
で
は
、素
案
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
、ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
合
せ　

企
画
課
�
９
６
３
＝
９
１
１
２

「（
仮
称
）越
谷
市
自
治
基
本
条
例
」素
案

（

ペ
ー
ジ
か
ら
紹
介
）へ
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す

１１

　

審
議
会
で
は
、
条
例
の
内
容
を
検
討
す
る

部
会
や
審
議
会
の
進
め
方
に
関
す
る
会
議
な

ど
、　

回
の
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

７１

こ
れ
ま
で
の
懇
談
会
な
ど
で
お
寄
せ
い
た
だ

い
た
ご
意
見
を
踏
ま
え
「（
仮
称
）
越
谷
市
自

治
基
本
条
例
」
素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の

で
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

《
送
付
方
法
》

　

２
月　

日
�
（
必
着
）
ま
で
に
、
メ
ー
ル
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
・
郵
送
な

１５

ど
で
企
画
課
へ
お
送
り
い
た
だ
く
か
、
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
１

階
）・
男
女
共
同
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー
・
地
区
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の
意

見
箱
へ
（
様
式
は
自
由
）。
な
お
、
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
等
に
対
す

る
個
別
の
回
答
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

《
送
付
先
》

企
画
課
（
�　

＝
８
５
０
１
越
ヶ
谷
４
の
２
の
１
）
Ｆ
Ａ
Ｘ
９
６
５
＝
８

３４３

０
２
８
、
メ
ー
ル10021100@

city.koshigaya.saitam
a.jp

ご意見等

●自治基本条例を、越谷市らしく、特徴あるものにしてほ
しい。越谷市の自治基本条例の目玉を考えてほしい。

●条例の実効性を確保してほしい。
●市民にとってわかりやすい条例にしてほしい。
●市民の「健康」に関する項目が欠けている。「安心・安
全」だけでなく、「安心・安全・健康」としてほしい。

●自然環境の保全や福祉、教育、文化など、将来のまちづ
くりにつながるものを盛り込んでほしい。

●自治会の加入率が低くなってきている。地域コミュニ
ティ組織の活動を活発にする工夫について盛り込んで
ほしい。

●市民同士の連携、コミュニティづくりやそのあり方に
ついて検討してほしい。

●スポーツ・レクリエーションへの取り組みについてしっ
かりと位置づけしてほしい。

　平成２０年８月下旬～１０月上旬に各地区センターでの地区懇
談会および自治会連合会、ＮＰＯなど各種団体（１７７団体）と
の懇談会が２５回行われ、５４０人の参加がありました。地区や
各種団体との懇談会では４２７件のご意見・ご質問と２２０件のア
ンケートの回答をいただき、同時期に行った意見公募手続
（パブリックコメント）では、４人の方から１０件のご意見を
いただきました。その中から主なご意見をご紹介します。

「（仮称）越谷市自治基本条例」骨子案へのご意見ありがとうございました

＊お寄せいただいたご意見等を踏まえ審議会では素案を作成しました

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
！
自
治
基
本
条
例

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
！　
自
治
基
本
条
例

一
口
メ
モ

地
方
分
権
の
進
展
と
少
子
高
齢
化
な
ど
の
社
会
環

境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
新
し
い
「
ま
ち
づ

く
り
」
の
ル
ー
ル
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

考えを聴かせてください 
ね！ 

ホンチョ君
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｢（仮称）越谷市自治基本条例｣素案がまとまりました 

第１章　総則 
第1条 条例の目的　第2条 最高規範としての条例の位置づけ　第3条 主な用語の定義 

第２章　自治の基本理念と基本原則 
第4条 自治の基本理念　第5条 参加の原則　第6条 協働の原則　第7条 情報共有の原則 

第３章　豊かな地域環境の創造 
第8条 豊かな地域環境を創るための基本理念 

第9条 協働による豊かな地域環境の創造 

第４章　市民・コミュニティ組織 
第10条 市民の権利 

第11条 市民の責務 

第12条 地域コミュニティ組織と市民活動団体 

第６章　参加と協働 
第22条 行政評価　第23条 市民の行政への参加 

第24条 地域コミュニティ組織・市民活動団体との協働　 

第25条 市民の活動支援　第26条  意見公募手続　第27条 住民投票 

第７章　条例の実効性の確保 
第28条 推進会議の設置等　第29条 条例の改正手続き 

第５章　議会・行政 
第13条 議会の役割と責務　第14条 議員の責務 
第15条 市長の責務　第16条 市職員の責務 
第17条 公益通報　第18条 行政運営の原則 

第19条 財政運営　第20条 組織 
第21条  危機管理 

前文 
越谷の特性・発展可能性、まちづくりの目標等 

総　論 

各　論（自治の推進と豊かな地域環境の創造） 

補　則 

このページでは 
条例の構造図を 
お知らせします!

大きく7章に分か 
れて、全部で29条 

　素案では、住みよい自治のまちを実現するため、｢自治の推進｣（まちづくりのルール）と 

｢豊かな地域環境の創造｣（まちのあるべき姿）について明確にしています。 

Title:広報こしがやＰ10-15(条例).ec6 Page:10  Date: 2009/01/09 Fri 14:17:41
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１.

全
体
の
構
成

　

こ
の
条
例
は
、
前
文
の
ほ
か
、
７
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
第
1
章
と
第
２
章
で
は
、
条
例
の
目
的
や
位
置
づ

け
、
理
念
、
原
則
な
ど
の
基
本
的
な
事
柄
を
総
論
的
に
述
べ
て

い
ま
す
。
第
３
章
か
ら
第
６
章
ま
で
は
、「
自
治
の
推
進
」
と

「
豊
か
な
地
域
環
境
の
創
造
」
を
図
る
た
め
の
考
え
方
や
仕
組

み
に
つ
い
て
各
論
的
に
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
条
例
の

実
効
性
の
確
保
に
つ
い
て
第
７
章
で
述
べ
て
い
ま
す
。

２.

章
別
の
解
説

【
前
文
】

　

こ
の
条
例
の
制
定
趣
旨
と
、
基
本
的
な
考
え
方
を
述
べ
て
い

る
部
分
で
す
。
越
谷
市
の
特
性
や
発
展
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
、
ど
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
の
か
に
つ

い
て
述
べ
て
い
ま
す
。

【
第
１
章　

総
則
（
第
１
条
〜
第
３
条
）】

　

条
例
の
目
的
と
し
て
、「
自
治
の
推
進
」
と
「
豊
か
な
地
域
環

境
の
創
造
」
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
み
よ
い
自
治
の
ま
ち
を

実
現
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
条
例

を
市
政
運
営
の
最
高
規
範
（
す
べ
て
の
条
例
や
計
画
等
の
基
本

と
な
る
こ
と
）
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
ほ
か
、
条
例
で
使
用

す
る
主
な
用
語
に
つ
い
て
、
そ
の
定
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
。

【
第
２
章　

自
治
の
基
本
理
念
と
基
本
原
則（
第
４
条
〜
第
７

条
）】

　

人
間
尊
重
（
一
人
一
人
が
人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
）

や
市
民
主
権
（
市
民
が
主
役
と
な
っ
て
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め

る
こ
と
）
を
基
本
に
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
を

自
治
の
基
本
理
念
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
①
市
民
参
加
の
推

進
、
②
協
働
の
推
進
、
③
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
情
報
の
共
有

を
自
治
の
基
本
原
則
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
【
第
３
章　

豊
か
な
地
域
環
境
の
創
造
（
第
８
条
・
第
９
条
）】

　

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
、
協
働
に
よ
っ
て
自

然
、
生
活
、
歴
史
・
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、

産
業
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
豊
か
な
地
域
環
境
を
創
造
し
、
誰

も
が
安
心
し
、
楽
し
く
生
活
し
て
い
け
る
ま
ち
を
目
指
す
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。�
越
谷
ら
し
さ
�
に
つ
い
て
述
べ

た
、
こ
の
条
例
の
大
き
な
特
色
と
な
る
章
で
す
。

【
第
４
章　

市
民
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織（
第　

条
〜
第　

条
）】

１０

１２

　

市
政
に
参
加
す
る
権
利
、
情
報
を
知
る
権
利
、
公
平
に
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
、
子
ど
も
の
権
利
な
ど
、
市
民
の
権

利
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
ほ
か
、
市
民
相
互
の
人
権
の
尊

重
、
地
域
で
の
交
流
、
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
加
な
ど
の
責
務
（
責

任
を
果
た
す
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
）
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
自
治
を
推
進
す
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
担
う
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
と
市
民
活
動
団
体
の
役
割
と
し
て
、
地

域
や
社
会
の
課
題
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

ま
す
。

【
第
５
章　

議
会
・
行
政
（
第　

条
〜
第　

条
）】

１３

２１

　

議
会
に
つ
い
て
、
政
策
立
案
機
能
の
向
上
や
開
か
れ
た
議
会

運
営
の
ほ
か
、
市
民
の
代
表
で
あ
る
議
員
の
責
務
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
長
に
つ
い
て
、
市
の
代
表
者

と
し
て
公
正
、
誠
実
な
市
政
の
執
行
と
、
効
率
的
で
効
果
的
な

行
政
運
営
を
行
う
こ
と
な
ど
を
責
務
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
市
職
員
に
つ
い
て
、
法
令
等
の
遵
守
と
能
力

の
向
上
を
責
務
と
し
て
い
る
ほ
か
、
公
益
の
損
失
を
防
止
す
る

た
め
の
通
報
義
務
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
行
政
運
営
の
原
則
と
し
て
、
①
公
正
か
つ
公
平
な

視
点
に
立
っ
た
効
率
的
で
透
明
性
の
あ
る
行
政
運
営
、
②
市
民

ニ
ー
ズ
の
把
握
に
基
づ
く
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
③
分
か
り

や
す
い
情
報
提
供
、
④
政
策
や
施
策
の
立
案
か
ら
評
価
の
そ
れ

ぞ
れ
の
過
程
に
お
け
る
説
明
責
任
、
⑤
自
ら
の
責
任
に
よ
る
法

令
等
の
自
主
解
釈
、
⑥
国
や
県
、
他
の
自
治
体
と
の
連
携
・
協

力
を
掲
げ
る
ほ
か
、
財
政
運
営
や
組
織
の
あ
り
方
、
災
害
等
に

お
け
る
危
機
管
理
に
つ
い
て
も
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に

し
て
い
ま
す
。

【
第
６
章　

参
加
と
協
働
（
第　

条
〜
第　

条
）】

２２

２７

　

市
民
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
加
の
き
っ
か
け
と
な
る
行
政
評

価
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
民
の
参
加
、

協
働
の
仕
組
み
、
市
民
の
主
体
的
な
公
共
活
動
へ
の
支
援
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
意
見
公
募
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
と
住
民
が
市

政
に
直
接
参
加
す
る
究
極
の
仕
組
み
と
も
言
え
る
住
民
投
票
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

住
民
投
票
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
を
「
市
内
に
住

所
を
有
す
る
年
齢
満　

歳
以
上
の
者
」
と
し
て
い
ま
す
。
市
の

１８

将
来
を
左
右
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
若
い
世
代
を
含
め
た

幅
広
い
住
民
を
対
象
と
し
た
住
民
投
票
を
目
指
す
、
越
谷
市
独

自
の
制
度
で
す
。

【
第
７
章　

条
例
の
実
効
性
の
確
保
（
第　

条
・
第　

条
）】

２８

２９

　

自
治
の
推
進
を
図
る
た
め
、
市
長
の
附
属
機
関
と
し
て
自
治

基
本
条
例
推
進
会
議
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
条
例
の
改

正
に
あ
た
っ
て
は
推
進
会
議
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
ま
す

こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
各
章
の
内
容
を
解
説
し
ま
す
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次

　

前
文

　

第
１
章　

総
則
（
第
１
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第
３
条
）

　

第
２
章　
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治
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基
本
理
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基
本
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４
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７
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）

　

第
３
章　

豊
か
な
地
域
環
境
の
創
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（
第
８
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９
条
）

　

第
４
章　

市
民
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
（
第　

条－

第　

条
）

１０

１２

　

第
５
章　

議
会
・
行
政
（
第　

条－

第　

条
）

１３

２１

　

第
６
章　

参
加
と
協
働
（
第　

条－

第　

条
）

２２

２７

　

第
７
章　

条
例
の
実
効
性
の
確
保
（
第　

条
・
第　

条
）

２８

２９

前
文

　

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
越
谷
市
は
、
古
く
は
日
光
道
中
の
宿
場
町
と

し
て
栄
え
た
歴
史
と
文
化
の
香
り
高
い
ま
ち
で
す
。
市
と
な
っ
て
か

ら
半
世
紀
余
、
都
市
化
が
進
み
、
埼
玉
県
東
南
部
地
域
の
中
核
的
な

都
市
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
も
首
都
近
郊
に
あ
っ
て

貴
重
な
農
地
が
残
る
、
水
と
緑
の
豊
か
な
ま
ち
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
今
後
も
、
先
人
が
残
し
た
土
の
香
り
と
人
の
温

も
り
を
感
じ
る
風
土
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
自
然
と
都
会
の
良
さ
が

調
和
し
た
持
続
発
展
性
の
あ
る
都
市
、
す
べ
て
の
市
民
が
人
間
と
し

て
尊
重
さ
れ
、
人
の
和
が
大
切
に
さ
れ
る
人
間
性
豊
か
な
都
市
と
し

て
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

今
日
の
地
方
分
権
の
進
展
や
社
会
環
境
の
大
き
な
変
化
の
中
で
、

今
、
わ
た
し
た
ち
は
、
市
民
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
喜
び

が
実
感
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る
よ
う

な
参
加
と
協
働
に
よ
る
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
そ
れ
を

一
層
す
す
め
る
た
め
の
自
治
力
の
向
上
に
努
め
ま
す
。
そ
し
て
、
水

と
緑
と
太
陽
に
恵
ま
れ
、
人
々
の
ふ
れ
あ
い
と
連
帯
の
中
で
、
平
和

で
安
全
・
安
心
・
快
適
に
、
し
か
も
楽
し
く
い
き
い
き
と
幸
せ
に
暮

ら
す
こ
と
の
で
き
る
豊
か
な
地
域
環
境
の
創
造
に
取
り
組
み
、
住
み

よ
い
越
谷
市
の
実
現
に
努
め
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
市
民
一
人
一
人
が
自
分
た
ち
の
ま
ち
と
し
て
心

か
ら
愛
し
、
誇
れ
る
よ
う
な
魅
力
と
活
力
の
あ
る
「
参
加
と
協
働
の

自
立
都
市　

越
谷
」
を
目
指
し
、
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
の
さ
ら
な
る

推
進
を
図
る
た
め
、
こ
こ
に
、
市
政
運
営
の
最
高
規
範
と
な
る
こ
の

条
例
を
制
定
し
ま
す
。

第
１
章　

総
則

（
条
例
の
目
的
）

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、
越
谷
市
に
お
け
る
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
の

基
本
理
念
、
目
標
お
よ
び
市
政
運
営
の
基
本
的
ル
ー
ル
お
よ
び
仕

組
み
等
、
市
政
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

「
自
治
の
推
進
」
と
「
豊
か
な
地
域
環
境
の
創
造
」
を
図
り
、
住

み
よ
い
自
治
の
ま
ち
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま

す
。

（
最
高
規
範
と
し
て
の
条
例
の
位
置
づ
け
）

第
２
条　

こ
の
条
例
は
、
市
が
定
め
る
条
例
、
規
則
等
の
最
上
位
に

位
置
す
る
市
政
運
営
の
最
高
規
範
で
あ
り
、
市
の
条
例
、
規
則
等

の
解
釈
運
用
な
ら
び
に
「
基
本
構
想
」
等
の
諸
計
画
の
策
定
お
よ

び
施
策
の
施
行
な
ど
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
そ
の
拠
り
所
に
な
り

ま
す
。

２　

こ
の
条
例
の
制
定
に
伴
い
、
既
存
の
他
の
条
例
、
規
則
等
は
こ

の
条
例
の
趣
旨
に
そ
っ
て
整
合
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
に

条
例
、
規
則
等
を
制
定
ま
た
は
改
廃
す
る
際
に
は
、
こ
の
条
例
の

内
容
を
十
分
踏
ま
え
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
体
系
化
を
図
り
ま

す
。

（
主
な
用
語
の
定
義
）

第
３
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
以
下

の
と
お
り
で
す
。

　

�　

ま
ち
づ
く
り　

市
民
生
活
の
様
々
な
分
野
に
お
け
る
市
民
お

よ
び
市
が
関
わ
る
す
べ
て
の
公
共
活
動
お
よ
び
取
り
組
み
を
い
い

ま
す
。

　

�　

市
民　

市
内
に
お
い
て
、
住
み
、
働
き
、
学
び
、
ま
た
は
活

動
す
る
個
人
や
団
体
を
い
い
ま
す
。

　

�　

市　

市
民
の
信
託
を
受
け
て
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
市
議
会
お

よ
び
市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
を
い
い
ま
す
。

　

�　

行
政　

市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
を
い
い
ま
す
。

第
２
章　

自
治
の
基
本
理
念
と
基
本
原
則

（
自
治
の
基
本
理
念
）

第
４
条　

市
民
お
よ
び
市
は
、
市
民
一
人
一
人
が
人
間
と
し
て
尊
重

さ
れ
、
ま
ち
づ
く
り
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
基
本
に
、
自
治
の
ま

ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

（
参
加
の
原
則
）

第
５
条　

市
は
、
市
の
政
策
や
施
策
の
立
案
、
実
施
お
よ
び
評
価
そ

れ
ぞ
れ
の
過
程
に
お
い
て
、
市
民
の
参
加
が
基
本
と
な
る
よ
う
な

市
政
の
運
営
を
推
進
し
ま
す
。

（
協
働
の
原
則
）

第
６
条　

市
民
お
よ
び
市
は
、
協
働
を
基
本
と
し
た
市
政
の
運
営
に

努
め
ま
す
。

（
情
報
共
有
の
原
則
）

第
７
条　

市
民
お
よ
び
市
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
う
え
で
必

要
な
市
政
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
ま
す
。

第
３
章　

豊
か
な
地
域
環
境
の
創
造

（
豊
か
な
地
域
環
境
を
創
る
た
め
の
基
本
理
念
）

第
８
条　

市
民
お
よ
び
市
は
、
人
、
自
然
、
文
化
を
財
産
と
し
て
大

切
に
し
て
い
く
と
と
も
に
、
協
働
し
て
豊
か
な
地
域
環
境
を
創
造

し
、
誰
も
が
安
心
し
、
楽
し
く
生
活
し
て
い
け
る
ま
ち
を
創
り
ま

す
。

（
協
働
に
よ
る
豊
か
な
地
域
環
境
の
創
造
）

第
９
条　

市
民
お
よ
び
市
は
、
自
然
環
境
の
保
護
、
保
全
お
よ
び
創

出
に
努
め
る
と
と
も
に
、
人
と
自
然
と
の
共
生
を
図
り
、
す
べ
て

の
人
が
快
適
で
健
や
か
に
生
活
し
て
い
け
る
ま
ち
づ
く
り
を
す
す

め
ま
す
。

２　

市
民
お
よ
び
市
は
、
市
民
が
主
体
的
に
か
か
わ
り
あ
い
、
助
け

あ
い
、
学
び
あ
い
な
が
ら
い
き
い
き
と
生
活
し
、
未
来
に
わ
た
っ

て
豊
か
な
人
間
関
係
と
、
安
全
で
安
心
な
生
活
環
境
を
受
け
継
い

で
い
け
る
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
ま
す
。

「（
仮
称
）
越
谷
市
自
治
基
本
条
例
」素
案

素
案
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー（
本
庁
舎
１
階
）・
地
区
セ
ン
タ
ー
・
男
女
共
同

参
画
支
援
セ
ン
タ
ー
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

条例の目的と位置づけ、 
主な用語の定義について 
書いてあります 

まちづくり(自治)の基 
本となる考え方と進め 
方について書いてあり 
ます 

まちのあるべき姿 
について書いてあ 
ります 
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３　

市
民
お
よ
び
市
は
、
越
谷
の
歴
史
、
伝
統
を
大
切
に
す
る
と
と

も
に
、
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
楽
し
み
な
が
ら
、

市
民
が
主
体
的
に
新
た
な
文
化
を
育
成
す
る
、
健
康
で
心
豊
か
な

ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
ま
す
。

４　

市
民
お
よ
び
市
は
、
産
業
の
発
展
と
地
域
環
境
と
の
調
和
を
図

り
、
持
続
可
能
で
誰
も
が
働
き
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
ま

す
。

第
４
章　

市
民
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

（
市
民
の
権
利
）

第　

条　

市
民
は
、
主
権
者
と
し
て
意
見
を
述
べ
、
活
動
す
る
等
市

１０政
に
参
加
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

２　

市
民
は
、
市
が
保
有
す
る
情
報
を
知
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

３　

市
民
は
、
安
全
で
安
心
な
生
活
を
営
む
た
め
、
各
種
の
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
公
平
に
受
け
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

４　

子
ど
も
は
、
市
民
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
年
齢
に
応
じ
て
市
政
に

参
加
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

（
市
民
の
責
務
）

第　

条　

市
民
は
、
お
互
い
の
人
権
、
意
見
お
よ
び
行
動
を
尊
重
し
、

１１地
域
の
交
流
を
深
め
る
よ
う
努
め
ま
す
。

２　

市
民
は
、
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
、
自
治
を
推
進
し

ま
す
。

（
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
と
市
民
活
動
団
体
）

第　

条　

地
域
を
基
盤
と
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
は
、
そ
の

１２地
域
の
住
民
相
互
の
親
睦
、
共
通
課
題
の
解
決
等
の
地
域
社
会
の

形
成
に
役
立
つ
活
動
を
行
い
、
人
間
性
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
す

す
め
ま
す
。

２　

市
民
活
動
団
体
は
、
共
通
の
目
的
や
関
心
を
持
つ
人
が
広
く
自

主
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
専
門
性
や
行

動
力
を
発
揮
し
て
、
市
民
の
生
活
を
支
え
あ
い
、
社
会
の
課
題
解

決
に
取
り
組
み
、
市
民
が
明
る
く
楽
し
く
生
き
る
た
め
の
ま
ち
づ

く
り
を
す
す
め
ま
す
。

３　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
と
市
民
活
動
団
体
は
、
連
携
を
図

り
、
協
力
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
ま
す
。

第
５
章　

議
会
・
行
政

（
議
会
の
役
割
と
責
務
）

第　

条　

議
会
は
、
市
民
の
意
見
を
代
弁
す
る
合
議
制
の
機
関
で
あ

１３り
、
行
政
運
営
に
関
す
る
監
視
お
よ
び
評
価
の
充
実
を
図
り
、
公

益
の
実
現
に
努
め
ま
す
。

２　

議
会
は
、
市
民
の
意
見
を
積
極
的
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
立

法
お
よ
び
政
策
立
案
機
能
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

３　

議
会
は
、
そ
の
活
動
に
関
す
る
情
報
を
市
民
に
提
供
し
て
、
開

か
れ
た
議
会
運
営
に
努
め
ま
す
。

４　

議
会
は
、
自
ら
の
権
限
や
責
務
に
関
す
る
基
本
的
な
条
例
を
定

め
、
市
民
に
対
し
、
議
会
の
役
割
と
そ
の
あ
り
方
を
明
確
に
す
る

よ
う
努
め
ま
す
。

（
議
員
の
責
務
）

第　

条　

議
員
は
、
市
民
の
代
表
と
し
て
、
市
民
の
意
見
を
積
極
的

１４に
把
握
し
て
、
市
政
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
ま
す
。

２　

議
員
は
、
市
民
の
意
見
を
尊
重
し
な
が
ら
、
審
議
お
よ
び
政
策

立
案
の
活
動
に
努
め
ま
す
。

３　

議
員
は
、
議
会
に
お
け
る
活
動
に
関
す
る
情
報
を
市
民
に
提
供

し
て
、
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

（
市
長
の
責
務
）

第　

条　

市
長
は
、
本
市
の
代
表
者
と
し
て
、
公
正
か
つ
誠
実
に
市

１５政
を
執
行
し
ま
す
。

２　

市
長
は
、
こ
の
条
例
を
遵
守
し
、
本
市
に
お
け
る
自
治
を
推
進

し
ま
す
。

３　

市
長
は
、
執
行
機
関
の
統
轄
責
任
者
と
し
て
の
責
務
を
負
い
、

効
率
的
で
効
果
的
な
行
政
運
営
を
行
い
、
市
民
の
負
託
に
応
え
ま

す
。

（
市
職
員
の
責
務
）

第　

条　

市
職
員
は
、
法
令
等
を
遵
守
し
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
則

１６し
て
公
正
に
職
務
を
遂
行
し
ま
す
。

２　

市
職
員
は
、
市
民
の
た
め
に
働
く
者
と
し
て
、
そ
の
能
力
の
向

上
を
図
り
ま
す
。

（
公
益
通
報
）

第　

条　

市
職
員
は
、
行
政
運
営
上
の
公
正
を
妨
げ
、
市
政
に
対
す

１７

る
市
民
の
信
頼
を
損
な
う
行
為
、
ま
た
は
、
公
益
に
反
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
事
実
を
知
っ
た
場
合
は
、
そ
の
行
為
ま
た
は
事
実
を
通

報
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
行
政
運
営
の
原
則
）

第　

条　

行
政
は
、
公
正
で
公
平
な
視
点
に
立
っ
て
、
効
率
的
で
透

１８明
性
の
あ
る
行
政
運
営
を
推
進
し
ま
す
。

２　

行
政
は
、
多
様
な
市
民
の
要
望
を
把
握
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
つ
な
げ
、
市
民
福
祉
の
増
進
に
努
め
ま
す
。

３　

行
政
は
、
市
政
情
報
を
市
民
に
提
供
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
情

報
を
市
民
に
分
か
り
や
す
く
、
広
く
い
き
わ
た
る
よ
う
努
め
ま

す
。

４　

行
政
は
、
政
策
や
施
策
の
立
案
か
ら
実
施
、
評
価
の
そ
れ
ぞ
れ

の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
経
過
、
内
容
、
効
果
お
よ
び
手
続
等
を

市
民
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

５　

行
政
は
、
市
の
課
題
や
市
民
の
要
望
に
対
応
す
る
た
め
、
自
ら

の
責
任
に
お
い
て
法
令
等
を
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
根
拠
を

市
民
に
示
し
ま
す
。

６　

行
政
は
、
国
や
県
、
他
の
自
治
体
と
対
等
な
立
場
で
連
携
を
図

り
、
協
力
し
て
自
治
の
推
進
に
努
め
ま
す
。

（
財
政
運
営
）

第　

条　

行
政
は
、
必
要
に
応
じ
て
国
や
県
に
対
し
て
財
源
移
譲
を

１９積
極
的
に
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
市
有
財
産
の
活
用
等
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
財
政
基
盤
の
強
化
に
努
め
ま
す
。

２　

行
政
は
、
長
期
的
な
展
望
に
立
っ
て
財
政
計
画
を
策
定
し
、「
基

本
構
想
」
を
は
じ
め
と
す
る
重
要
な
計
画
お
よ
び
行
政
評
価
等
の

結
果
を
基
に
予
算
編
成
す
る
と
と
も
に
、
計
画
的
で
健
全
な
財
政

運
営
に
努
め
ま
す
。

３　

行
政
は
、
予
算
編
成
、
予
算
執
行
お
よ
び
決
算
等
の
財
政
状
況

に
関
連
す
る
十
分
な
情
報
を
市
民
に
分
か
り
や
す
く
公
表
し
ま

す
。

（
組
織
）

第　

条　

行
政
は
、
そ
の
組
織
が
政
策
課
題
に
的
確
に
対
応
で
き
る

２０よ
う
機
能
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
組
織
相
互
の
連
携
を
保
ち
つ
つ

横
断
的
な
調
整
を
図
り
ま
す
。

２　

行
政
は
、
そ
の
組
織
が
市
民
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
く
、
社
会

経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し

を
図
り
ま
す
。

まちづくり(自治)の主 
役である市民の権利・ 
責務について書いてあ 
ります 

市政運営の仕組みについ 
て書いてあります 
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（
危
機
管
理
）

第　

条　

行
政
は
、
市
民
の
生
命
、
身
体
お
よ
び
財
産
に
重
大
な
被

２１害
が
生
じ
、
ま
た
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
等
に
的
確
に
対

応
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
市
民
生
活
の
安
全
性
の
確
保
に

努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２　

市
民
は
、
災
害
等
の
発
生
時
に
自
ら
の
安
全
確
保
を
図
る
と
と

も
に
、
近
隣
同
士
で
助
け
合
え
る
よ
う
に
日
常
的
な
交
流
を
通
じ

て
、
相
互
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
努
め
ま
す
。

第
６
章　

参
加
と
協
働

（
行
政
評
価
）

第　

条　

行
政
は
、
効
率
的
で
効
果
的
な
市
政
運
営
を
図
る
た
め
、

２２行
政
内
部
お
よ
び
外
部
に
よ
る
評
価
を
実
施
し
ま
す
。

２　

行
政
は
、
前
項
の
評
価
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を

市
民
に
分
か
り
や
す
く
公
表
し
、
市
政
に
反
映
さ
せ
ま
す
。

（
市
民
の
行
政
へ
の
参
加
）

第　

条　

行
政
は
、
市
民
の
参
加
を
保
障
す
る
た
め
、
政
策
や
施
策

２３の
立
案
か
ら
実
施
、
評
価
の
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
に
お
い
て
、
多
様

な
参
加
が
可
能
と
な
る
制
度
の
整
備
に
努
め
ま
す
。

２　

行
政
は
、
審
議
会
等
の
附
属
機
関
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の

の
委
員
に
は
、
市
民
公
募
の
委
員
を
加
え
る
よ
う
努
め
ま
す
。

３　

行
政
は
、
前
項
の
市
民
公
募
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
障
が
い

等
に
よ
り
自
ら
の
意
思
を
伝
え
る
こ
と
が
困
難
な
市
民
の
参
加
が

可
能
に
な
る
よ
う
努
め
ま
す
。

（
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
・
市
民
活
動
団
体
と
の
協
働
）

第　

条　

行
政
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
や
市
民
活
動
団
体
と

２４の
協
働
を
推
進
し
ま
す
。

２　

行
政
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
つ
な
が
り
を
基
礎
と
し
た
自

主
的
な
団
体
、
組
織
お
よ
び
集
団
の
役
割
を
認
識
し
、
こ
れ
を
尊

重
・
支
援
し
ま
す
。

（
市
民
の
活
動
支
援
）

第　

条　

行
政
は
、
市
民
に
よ
る
主
体
的
な
公
共
活
動
に
対
し
、
そ

２５の
自
主
性
を
尊
重
し
た
う
え
で
、
活
動
促
進
の
た
め
の
支
援
に
努

め
ま
す
。

（
意
見
公
募
手
続
）

第　

条　

行
政
は
、「
基
本
構
想
」
を
は
じ
め
と
す
る
重
要
な
計
画
等

２６の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
計
画
案
等
を
公
表
し
た
う

え
で
、
市
民
か
ら
意
見
を
募
る
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

２　

行
政
は
、
前
項
の
手
続
き
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
に
対
す
る

考
え
方
を
取
り
ま
と
め
て
公
表
し
ま
す
。

（
住
民
投
票
）

第　

条　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
年
齢
満　

歳
以
上
の
者
で
別
に
定

２７

１８

め
る
も
の
は
、
市
の
権
限
に
属
す
る
市
政
の
重
要
事
項
に
つ
い

て
、
そ
の
総
数
の　

分
の
１
以
上
の
者
の
連
署
を
も
っ
て
、
条
例

５０

案
を
添
え
、
そ
の
代
表
者
か
ら
市
長
に
対
し
て
住
民
投
票
の
実
施

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２　

前
項
の
条
例
案
に
お
い
て
、
投
票
に
付
す
べ
き
事
項
、
投
票
の

手
続
、
投
票
資
格
要
件
そ
の
他
住
民
投
票
の
実
施
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
ま
す
。

３　

前
２
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
１
項
に
よ
る
住
民
投
票
の

請
求
の
処
置
等
に
関
し
て
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
の
例
に
よ
り

ま
す
。

４　

市
は
、
住
民
投
票
の
結
果
を
尊
重
し
ま
す
。

第
７
章　

条
例
の
実
効
性
の
確
保

（
推
進
会
議
の
設
置
等
）

第　

条　

本
市
に
お
け
る
自
治
の
推
進
を
図
る
た
め
、
市
長
の
附
属

２８機
関
と
し
て
、
自
治
基
本
条
例
推
進
会
議
（
以
下
「
推
進
会
議
」

と
い
い
ま
す
。）
を
設
置
し
ま
す
。

２　

推
進
会
議
は
、
市
長
の
諮
問
に
応
じ
、
本
市
に
お
け
る
自
治
の

推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
お
よ
び
審
議
し
ま
す
。

３　

推
進
会
議
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
自
治
の
推
進
に

関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

４　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
推
進
会
議
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
ま
す
。

（
条
例
の
改
正
手
続
き
）

第　

条　

市
長
は
、
こ
の
条
例
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
推
進
会
議

２９の
意
見
を
尊
重
し
ま
す
。

今後の取り組み
　越谷市自治基本条例審議会では、地区説明会、意見公募手続（パブリックコメント）等でお寄せいただいたご意見を参考に、条例の内容についてさ
らに検討し、今年度中に市長に答申する予定です。その後、市では、答申の内容を踏まえ条例案を作成し、平成２１年度の条例の制定を目指します。

《①と②の申し込み方法》
　メールまたはファクスに住所・氏名・電話番号・参加希望イベント（地
区説明会は会場）を記入し下記へ（電話可）
〈問合せ〉　企画課�９６３－９１１２、FAX９６５－８０２８、メール10021100@city.
koshigaya.saitama.jp
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－越谷市制施行５０周年記念事業－
①市民が創る新たな自治のルール

～素案説明＆講演会～
　｢（仮称）越谷市自治基本条例｣素案について皆さんにお知らせし、まちづく
り（自治）を考えるイベントを開催します。
〈日時〉　１月２５日（日）、１４：００～１６：００
〈会場〉　中央市民会館４階第13～18会議室

〈内容〉　講演テーマは「自治基本条例を活かすまちづくり」。講師は（財）地方

　　　　　自治総合研究所所長の 辻  山  幸  宣 さん（手話通訳あり）
つじ やま たか のぶ

〈対象〉　１６０人（申込み順）

＊お住まいの地区以外の説明会にも参加できます

会　　場日　　　　時
大袋地区センター１/２４（土）、１４：００～１６：００
大沢地区センター１/２４（土）、１４：００～１６：００
越ヶ谷地区センター１/２４（土）、１８：３０～２０：３０
南越谷地区センター１/２４（土）、１８：３０～２０：３０
大相模地区センター１/３０（金）、１９：３０～２１：３０
北越谷地区センター１/３１（土）、９：３０～１１：３０
荻島地区センター１/３１（土）、１０：００～１２：００
新方地区センター１/３１（土）、１４：００～１６：００
蒲生地区センター１/３１（土）、１８：３０～２０：３０
桜井地区センター２/１（日）、９：３０～１１：３０
川柳地区センター２/１（日）、９：３０～１１：３０
出羽地区センター２/７（土）、９：３０～１１：３０
増林地区センター２/１４（土）、１４：００～１６：００

②「（
仮
称
）越
谷
市
自
治
基
本
条
例
」素
案
に

　

つ
い
て
の
地
区
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

〈
日
時
・
会
場
〉　

左
表
の
と
お
り

実効性確保の仕組み 
について書いてあり 
ます 

行政への参加や公共を担 
う仕組みについて書いて 
あります 
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